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(57)【要約】
【課題】　着用物品内の湿度が上昇した場合でも、着用
物品内が蒸れることなく、肌トラブルを抑制し、快適な
着用を実現する。
【解決手段】　着用物品は、パンツ型のシャーシ内にレ
シーバ３を形成し、レシーバ３には吸引管を介して吸引
構造体である吸引ポンプを接続している。吸引ポンプが
作動すると、レシーバ３によって受け容れられた尿が吸
引され、シャーシ外に排出される。レシーバ３は、着用
者の身体に接触する表面シート３２と、尿の排泄を検知
する水分検知構造体４と、水分検知構造体４の着衣側に
位置し尿を受けるトレー状の尿受け容器５と、尿受け容
器５の着衣側に位置しシャーシ２内の水蒸気を吸収する
吸湿構造体６とを含む。吸湿構造体６は、身体側に位置
する透湿性シート６２と、着衣側に位置する不透液性シ
ート６３と、これらシート６２，６３の間に位置する吸
湿材６４とを含む。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　縦方向および横方向と、身体側およびその反対側と、前記縦方向に連なる前ウエスト域
、後ウエスト域および前記前後ウエスト域間に位置するクロッチ域とを有するシャーシと
、前記シャーシ内に排出された体液を受けるレシーバとを含み、前記レシーバで受けた体
液が水分吸引装置によって着用物品外に吸引される着用物品において、
　前記レシーバは、前記水分吸引装置に接続しレシーバ内の体液を受ける容器と、前記容
器の着衣側に位置する吸湿構造体とを含み、
　前記吸湿構造体は、前記身体側に位置する透湿性シートと、前記反対側に位置する不透
液性シートと、前記透湿性シートと前記不透液性シートとの間に介在する吸湿材とを含む
ことを特徴とする前記着用物品。
【請求項２】
　前記レシーバは、水分を検知する水分検知構造体をさらに含み、
　前記水分検知構造体は、水分検出センサと、前記水分検出センサの前記身体側に配置さ
れたスペーサと、前記水分検出センサの前記反対側に配置された拡散シートと、前記拡散
シートの前記反対側に配置された難通気性シートとを含む請求項１記載の着用物品。
【請求項３】
　前記吸湿構造体は、前記水分検知構造体よりも前記横方向の長さ寸法が大きく、前記水
分検知構造体の前記横方向外側から延出する請求項１または２記載の着用物品。
【請求項４】
　前記水分検知構造体は、前記シャーシの前記前ウエスト域から前記後ウエスト域まで前
記縦方向に亘って延びる請求項１～３のいずれかに記載の着用物品。
【請求項５】
　前記容器は、不透液性かつ可撓性を有し、前記後ウエスト域に位置する請求項１～４の
いずれかに記載の着用物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、着用物品に関し、さらに詳しくは尿などの水分を吸引する吸引構造体を有
するパンツ、使い捨ておむつ、失禁ブリーフ等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、パンツ等の身体側に尿などの水分吸引装置を備えるものとして例えば特表平８－
５１０９２４号公報（特許文献１）が公知である。この特許文献１には、尿をパンツ外に
吸引して排出するカテーテルシステムが記載されている。このカテーテルシステムでは、
パンツの身体側にインターフェースデバイスを備えている。インターフェースデバイスは
、尿を受けるプラスチックシェルと、シェルの身体側に位置する不透過性の層と、不透過
性の層のさらに身体側に位置する疎水性のカバーストック材とを含む。シェルにはドレイ
ンチューブが接続され、吸引によってパンツ内の尿がシェルに収集され、シェルの尿がド
レインチューブからパンツ外に排出される。
【特許文献１】特表平８－５１０９２４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　シェルはプラスチック製であることから、液不透過性であり、かつ、シェルの身体側に
は不透過性の層が形成されている。尿は吸引によってシェルから吸引されるが、吸引され
なかった尿が僅かにシェル内に残ってしまう。この尿が気化することによって、パンツ内
の湿度が上昇し、パンツ内が蒸れるという問題があった。また、着用者の汗によっても湿
度が上昇することがあり、蒸れの原因となる。パンツ内が蒸れると、かぶれなどの肌トラ
ブルを誘発したり、着用者に不快感を与えたりする。
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【０００４】
　この発明では、着用物品内の湿度が上昇した場合でも、着用物品内が蒸れることなく、
肌トラブルを抑制し、快適な着用を実現することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この発明は、縦方向および横方向と、身体側およびその反対側と、前記縦方向に連なる
前ウエスト域、後ウエスト域および前記前後ウエスト域間に位置するクロッチ域とを有す
るシャーシと、前記シャーシ内に排出された体液を受けるレシーバとを含み、前記レシー
バで受けた体液が水分吸引装置によって着用物品外に吸引される着用物品の改良に関わる
。
【０００６】
　この発明は前記着用物品において、前記レシーバは、前記水分吸引装置に接続しレシー
バ内の体液を受ける容器と、前記容器の着衣側に位置する吸湿構造体とを含み、前記吸湿
構造体は、前記身体側に位置する透湿性シートと、前記反対側に位置する不透液性シート
と、前記透湿性シートと前記不透液性シートとの間に介在する吸湿材とを含むことを特徴
とする。
【０００７】
　好ましい実施態様のひとつとして、前記レシーバは、水分を検知する水分検知構造体を
さらに含み、前記水分検知構造体は、水分検出センサと、前記水分検出センサの前記身体
側に配置されたスペーサと、前記水分検出センサの前記反対側に配置された拡散シートと
、前記拡散シートの前記反対側に配置された難通気性シートとを含む。
【０００８】
　好ましい他の実施態様のひとつとして、前記吸湿構造体は、前記水分検知構造体よりも
前記横方向の長さ寸法が大きく、前記水分検知構造体の前記横方向外側から延出する。
【０００９】
　好ましい他の実施態様のひとつとして、前記水分検知構造体は、前記シャーシの前記前
ウエスト域から前記後ウエスト域まで前記縦方向に亘って延びる。
【００１０】
　好ましい他の実施態様のひとつとして、前記容器は、不透液性かつ可撓性を有し、前記
後ウエスト域に位置する。
【発明の効果】
【００１１】
　この発明によれば、着用物品のレシーバが、着用物品内の水蒸気を吸収する吸湿構造体
を含むこととしたので、着用物品内の水蒸気量が増加した場合であっても、これを吸湿構
造体で吸収することができ、着用物品内の湿度が上昇するのを抑制することができる。湿
度の上昇を抑制することができるので、着用物品内の蒸れを防止することができ、着用者
に不快感を与えるのを抑制することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　着用物品としてネットで形成されたパンツにレシーバを取り付けたものを用い、この発
明の一例を説明する。
【００１３】
　図１は、この発明の着用物品１の全体模式図を示したものである。この発明では、パン
ツ型のシャーシ２内にレシーバ３を形成し、レシーバ３には吸引管３１を介して吸引構造
体である吸引ポンプＰを接続している。レシーバ３と吸引ポンプＰとは電気的にも接続さ
れ、レシーバ３に形成された水分検知構造体４によって排尿が検知されたときに制御ユニ
ットＣによって吸引ポンプＰが作動される。吸引ポンプＰが作動すると、レシーバ３によ
って受け容れられた尿が吸引され、シャーシ２外に排出される。なお、シャーシ２は仮想
線で表している。
【００１４】
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　シャーシ２は、縦方向Ｙに連なる前ウエスト域２１、後ウエスト域２２、これら前後ウ
エスト域２１，２２の間に位置するクロッチ域２３を含む。シャーシ２は、弾性を有する
ネットによって形成され、縦方向Ｙおよびこれに直交する横方向Ｘに伸縮可能に弾性化さ
れている。特に、ウエスト開口２４およびレッグ開口２５においては、その弾性力を向上
させて、シャーシ２が着用者のウエストおよび脚に密着するようにしている。
　シャーシ２の身体側には、前ウエスト域２１から後ウエスト域２２へと縦方向Ｙに延び
るとともに、横方向Ｘの寸法を二等分する縦中心線Ａ－Ａに沿って延びるレシーバ３を形
成している。レシーバ３は、シャーシ２の弾性力によって身体に密着されるとともに、レ
シーバ３だけを交換して使用できるようにしている。
【００１５】
　図２は、レシーバ３を広げたときの図であり、これを身体側から見たときの平面図であ
る。この図２においては、説明のためその一部を破断し、シャーシ２の記載を省略してい
る。図３は、図２のＩＩＩ－ＩＩＩ線断面図であり、図４は、図２のＩＶ－ＩＶ線断面図
である。図３および図４においては、説明のため各シートを離間させて示しているが、こ
れらは通常互いに接合されている。図５は、図２のレシーバ３を着衣側から見たときの平
面図である。
【００１６】
　レシーバ３は、着用者の身体に接触する表面シート３２と、尿の排泄を検知する水分検
知構造体４と、水分検知構造体４の着衣側に位置し尿を受けるトレー状の尿受け容器５と
、尿受け容器５の着衣側に位置しシャーシ２内の水蒸気を吸収する吸湿構造体６とを含む
。
　表面シート３２は、液透過性の繊維不織布等を用いることができる。表面シート３２は
、縦方向Ｙに延びる略矩形を形成し、縦方向Ｙに延びる表面シート両側縁３３，３３と、
横方向Ｘに延びる表面シート前後端縁３４，３５とを含む。
【００１７】
　水分検知構造体４は、シャーシ２の前ウエスト域２１から後ウエスト域２２に亘って縦
方向Ｙに延びている。水分検知構造体４は、水分検出センサ４１と、水分検出センサ４１
の身体側に位置するスペーサ４２と、スペーサ４２のさらに身体側に位置するフィルタ４
３と、水分検出センサの４１着衣側に位置するクッションシート４４とを含む。すなわち
、水分検出センサ４１はスペーサ４２とクッションシート４４とによってその厚さ方向に
おいて挟まれて、外部からの衝撃に対して保護されている。
【００１８】
　水分検出センサ４１は、横方向Ｘに離間する一対の電極４５，４５によって形成され、
これら電極４５，４５は、ポリエチレンフィルム等の熱可塑性合成フィルムの上に導電性
塗料を印刷等の手段によって塗布することによって形成される。これら電極４５，４５は
、縦方向Ｙに互いに平行に延びている。水分検出センサ４１は横方向Ｘに延びるセンサ前
後端縁４６，４７を含み、センサ前端縁４６は、吸湿構造体６に形成されたスリット６１
を介してその着衣側に延出している。スリット６１は、前ウエスト域２１側に形成され、
スリット６１から延出したセンサ前端縁４６にはクリップ４８が取り付けられ、クリップ
４８を介して水分検出センサ４１の信号が制御ユニットＣに送信される。
　具体的には、水分検出センサ４１は、一対の電極４５，４５間に亘って水分が存在する
ことによって通電状態になり、制御ユニットＣでは、この通電状態によって尿の排泄を検
知する。
【００１９】
　スペーサ４２は、高い通気性と液透過性とを有するメッシュシートを用いることができ
、フィルタ４３と水分検出センサ４１とを、その厚さ方向において離間させることができ
る。湿潤状態にあるフィルタ４３と水分検出センサ４１とが接触し続けると、水分検出セ
ンサ４１の通電状態が維持され、排尿時以外でも、排尿と検知するという誤作動が生じる
ことから、この誤作動を防止するためにフィルタ４３と水分検出センサ４１とを離間させ
ている。特に、スペーサ４２を設けることによって、レシーバ３が着用者の体圧を受けた
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ときに、これらフィルタ４３と水分検出センサ４１とが接触し続けることを防ぐことがで
きる。
【００２０】
　クッションシート４４の着衣側には、拡散シート４９および難通気性シート５０を形成
し、さらに難通気性シート５０の着衣側に、尿受け容器５を形成している。難通気性シー
ト５０と尿受け容器５とは、接着剤等の接合手段によって接合されている。
　拡散シート４９は、排泄された尿を速やかに拡散させて、難通気性シート５０を広範囲
に亘って短時間で湿潤状態にするためのものである。拡散シート４９としては、レーヨン
等の親水性の繊維を含む不織布等を使用することができる。
　難通気性シート５０は、液透過性は高いが通気性が低いものであって、親水化処理した
繊維不織布等を使用することができる。
【００２１】
　尿受け容器５は、可撓性のもので、例えば、軟質ポリエチレンやシリコンゴム等の軟質
弾性材料の不透液性のものを使用することができる。図６は尿受け容器５の斜視図であり
、図７は図６のＶＩＩ－ＶＩＩ線断面図である。尿受け容器５は、底部５１と、底部５１
から身体側に向かって起立する周壁部５２と、周壁部５２の頂縁から外側に広がるフラン
ジ部５３とを含む。このフランジ部５３が、難通気性シート５０に当接し、尿受け容器５
の内部には空間部５４が形成される。尿受け容器５には、その内部に流入した尿を集めて
それを外部に排出するための吸引部５５が形成されている。吸引部５５は、筒状であって
、尿受け容器５の横方向Ｘの略中央部において縦方向Ｙへ延びている。吸引部５５の両横
方向Ｘには、底部５１から身体側に起立する凸部５６を複数形成している。凸部５６を形
成することによって、フランジ部５３に当接した難通気性シート５０が、空間部５４に垂
れ下がるのを防止することができる。
【００２２】
　図５に示したように、上記のような吸引部５５の一端５７を尿受け容器５内に開口させ
、他端５８を尿受け容器５外に開口させている。吸引部５５の他端５８には、ジョイント
５９を介して吸引管３１が取り付けられ、この吸引管３１が吸引ポンプＰに接続されてい
る。
【００２３】
　吸引部５５の他端５８に取り付けられた吸引管３１および吸引ポンプＰによって、この
発明の水分吸引装置を形成している。吸引ポンプＰが始動すると、吸引管３１を介して尿
受け容器５内の尿が吸引される。吸引ポンプＰは、制御ユニットＣと電気的に接続してお
り、水分検出センサ４１からの信号によって制御ユニットＣが排尿を検知すると、制御ユ
ニットＣは吸引ポンプＰに吸引始動の信号を送信する。すなわち、吸引ポンプＰは排尿時
にのみ始動することとなる。
【００２４】
　図３および４に示したように、尿受け容器５の着衣側には、吸湿構造体６を形成してい
る。吸湿構造体６は、身体側に位置する透湿性シート６２と、着衣側に位置する不透液性
シート６３と、これらシート６２，６３の間に位置する吸湿材６４とを含む。吸湿材６４
は、粉砕パルプ、高吸収性樹脂粉体（ＳＡＰ）、およびシリカゲル等の吸湿性芯材をティ
ッシュペーパ等で覆ったものである。透湿性シート６２としては、例えば無機質フィラー
含有の延伸熱可塑性フィルムを用いることができる。無機質フィラーとしては、炭酸カル
シウムや硫酸バリウム等を用いることができ、熱可塑性フィルムとしてはポリエチレンフ
ィルム等、いずれも一般的なものを用いることができる。透湿性シート６２の透湿度は、
８３．３～１６６．６（ｇ／ｍ２／２４時間）であることが望ましい。透湿度が８３．３
（ｇ／ｍ２／２４時間）よりも低い場合には、吸湿の効果が発現し難く、１６６．６（ｇ
／ｍ２／２４時間）よりも高い場合には、尿が直接吸湿材にしみ込んで、このしみ込んだ
尿によって却って湿度を上昇させる可能性があるからである。
【００２５】
　透湿性シート６２の透湿度は、ＪＩＳ－Ｚ－０２０８に従い測定した。具体的には、サ
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ンプルとして前記の透湿性シートを半径０．０３ｍの円形にカットしたものを用い、この
サンプルを境界面としている。恒温恒湿器の温度を４０℃、湿度を６０％に設定し、２４
時間にこの境界面を通過する水蒸気の重量（ｇ）を、そのシート１ｍ２当たりに換算した
値を透湿度としている。
　透湿度は以下の式によって求める。
透湿度（Ｐａ）＝放置前重量（ｇ）－２４時間放置後重量（ｇ）／π×０．０３×０．０
３／２４時間
【００２６】
　上記のような吸湿構造体６は、横方向Ｘの長さ寸法が、その身体側に位置する水分検知
構造体４よりも大きくなるようにしている。すなわち、吸湿構造体６は、水分検知構造体
４よりも横方向Ｘにおいて延出している。横方向Ｘに延出した吸湿構造体６の透湿性シー
ト６２の身体側には、一対の排泄物に対するバリアカフ７，７を形成している。
【００２７】
　バリアカフ７，７は、透湿シート両側縁６７，６７にそれぞれ取り付けられ、透湿シー
ト両側縁６７，６７に接合される基端縁７１，７１と、基端縁７１，７１の横方向Ｘ内側
に位置し、透湿性シート６２には接合されない自由端縁７２，７２とを含む。自由端縁７
２，７２は、表面シート３２の身体側に位置し、この自由端縁７２，７２には、縦方向Ｙ
に延びるカフ弾性部材７３，７３が伸長状態で収縮可能に取り付けられる。カフ弾性部材
７３，７３が収縮すると、自由端縁７２，７２が表面シート３２から起立するように離間
して、尿が横方向Ｘ外側に漏れるのを防止する。バリアカフ７，７は、尿漏れを防止する
ために不透液性であるが、水蒸気は透過する透湿性の繊維不織布等を用いることができる
。
【００２８】
　上記のような構成において、排尿時の作用を説明する。着用者からの排尿があると、尿
は表面シート３２に浸透する。表面シート両側縁３３，３３にはバリアカフ７，７が形成
されているので、尿が横方向Ｘ外側にもれてしまうことがない。
　表面シート３２に浸透した尿は、スペーサ４２およびフィルタ４３を介して速やかに水
分検出センサ４１に接触する。一対の水分検出センサ４１に尿が連続して接触すると、こ
れら水分検出センサ４１が通電状態となり、制御ユニットＣに信号を送信する。制御ユニ
ットＣでは、この信号によって排尿を検知し、吸引ポンプＰを作動させる。吸引ポンプＰ
が作動されると、吸引部５５を介して尿受け容器５の空間部５４が吸引される。
【００２９】
　一方、水分検出センサ４１に到達した尿は、クッションシート４４を介して拡散シート
４９に浸透する。拡散シート４９では、尿を広範囲に拡散しながら、難通気性シート５０
へと浸透させる。難通気性シート５０は、尿受け容器５の開口を覆い、その内部に空間部
５４を形成している。空間部５４が吸引ポンプＰによって吸引され、開口が尿で浸潤した
難通気性シート５０によって覆われることにより、空間部５４は負圧になる。空間部５４
が負圧になることによって、難通気性シート５０に浸透した尿を空間部５４に吸引すると
ともに、この空間部５４に吸引された尿を吸引部５５を介して尿受け容器５の外へと吸引
することができる。したがって、排尿時には速やかに尿を着用物品１外へと排出すること
ができる。
【００３０】
　尿が吸引され排出されると、着用物品１内の尿はほぼなくなるが、レシーバ３等に僅か
に吸引されずに残ることがある。特に尿受け容器５は不透液性であるので、その身体側に
尿が残りやすい。吸引されずに残った尿は、体温によって気化し、水蒸気として着用物品
１内に充満する。しかし、レシーバ３の着衣側には、吸湿構造体６を形成しているので、
この水蒸気は吸湿構造体６に吸収される。
　すなわち、水蒸気は、吸湿構造体６の透湿性シート６２を通過し、吸湿材６４に吸収さ
れる。吸湿材６４の着衣側には不透液性シート６３が形成されているので、水蒸気は吸湿
材６４から漏れることなく吸収される。着用物品１内に水蒸気が発生したとしても、吸湿
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材６４に吸収されるから、パンツ内の湿度が上昇することなく、湿度による着用者の肌ト
ラブルや不快感を抑制することができる。
【００３１】
　吸湿構造体６は、水分検知構造体４よりもその横方向Ｘの寸法を大きくしているので、
レシーバ３から延出した部分において、水蒸気の吸収が可能となり、レシーバ３の種々の
シート等によりその吸収が妨げられることがない。
　また、尿だけでなく、着用者の汗等によって着用物品１内の水蒸気量が多くなるような
場合であっても、吸湿構造体６によって水蒸気を吸収することができるので、湿度の上昇
を抑制することが可能である。
【００３２】
　この発明において、尿を検知する水分検出センサ４１を形成しているが、さらに便を検
知するセンサを備えるようにしてもよい。シャーシ２としてネット状のパンツを用いてい
るが、例えば使い捨てのおむつや、おむつカバー等、一般的なものを用いることもできる
。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】この発明の全体概略図。
【図２】レシーバの身体側から見た平面図。
【図３】図２のＩＩＩ-ＩＩＩ線断面図。
【図４】図２のＩＶ－ＩＶ線断面図。
【図５】レシーバの着衣側から見た平面図。
【図６】尿受け容器の斜視図。
【図７】図６のＶＩＩ－ＶＩＩ線断面図。
【符号の説明】
【００３４】
　　１　　着用物品
　　２　　シャーシ
　　３　　レシーバ
　　４　　水分検知構造体
　　５　　尿受け容器（容器）
　　６　　吸湿構造体
　２１　　前ウエスト域
　２２　　後ウエスト域
　２３　　クロッチ域
　４１　　水分検出センサ
　４２　　スペーサ
　４９　　拡散シート
　５０　　難通気性シート
　６２　　透湿性シート
　６３　　不透液性シート
　　Ｐ　　吸引ポンプ（水分吸引装置）
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